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※は県例規集登載
【人事委員会規則】

番 号 表 題 担当課名

※ 徳島県人事委員会事務決裁規則の一部を改

正する規則

※ 給料の調整額に関する規則の一部を改正す

る規則

※ 給料表の適用範囲に関する規則の一部を改

正する規則

※ 初任給，昇格，昇給等の基準に関する規則

の一部を改正する規則

※ 管理職手当に関する規則の一部を改正する

規則

※ 特地勤務手当等に関する規則の一部を改正

する規則

※ 職員の勤務時間，休日及び休暇に関する規

則の一部を改正する規則



徳
島
県
人
事
委
員
会
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

祖

川

康

子

徳
島
県
人
事
委
員
会
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

徳
島
県
人
事
委
員
会
事
務
決
裁
規
則
（
規
則
二
―
九
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
中
「
掲
げ
る
事
項
」
の
下
に
「
（
第
二
号
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
会
計
年
度
任
用

職
員
の
通
勤
手
当
及
び
通
勤
費
用
弁
償
に
係
る
事
項
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
一
号
中
「
昭
和
二

十
七
年
徳
島
県
人
事
委
員
会
規
則
六
―
五
」
を
「
規
則
六
―
五
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
昭
和
三
十

三
年
徳
島
県
人
事
委
員
会
規
則
六
―
十
七
」
を
「
規
則
六
―
一
七
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
昭
和
四

十
九
年
徳
島
県
人
事
委
員
会
規
則
六
―
八
七
」
を
「
規
則
六
―
八
七
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
平
成

二
年
徳
島
県
人
事
委
員
会
規
則
六
―
一
二
三
」
を
「
規
則
六
―
一
二
三
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

祖

川

康

子

給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
（
規
則
六
―
一
二
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
こ
ど
も
女
性
相
談
セ
ン
タ
ー
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

こ
ど
も
女
性
相
談

⑴

一
時
保
護
所
に
お
い
て
児
童
と
起
居
を
共
に
す
る
こ
と
を
常

三

セ
ン
タ
ー

例
と
す
る
職
員
（
医
療
職
給
料
表
㈢
の
適
用
を
受
け
る
者
を
除

く
。
）

⑵

一
時
保
護
所
に
お
い
て
児
童
と
起
居
を
共
に
す
る
こ
と
を
常

二

例
と
す
る
職
員
（
⑴
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

⑶

一
時
保
護
所
に
お
い
て
児
童
と
起
居
を
共
に
す
る
職
員
（
⑴

及
び
⑵
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

⑷

児
童
の
保
護
そ
の
他
児
童
の
福
祉
に
関
す
る
相
談
対
応
及
び

指
導
に
直
接
従
事
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る
職
員
（
医
療
職
給

料
表
㈢
の
適
用
を
受
け
る
者
を
除
く
。
）

⑸

次
長
（
児
童
の
保
護
そ
の
他
児
童
の
福
祉
に
関
す
る
相
談
対

一

応
及
び
指
導
に
直
接
従
事
す
る
者
に
限
る
。
）

⑹

一
時
保
護
所
に
お
い
て
児
童
の
教
育
及
び
指
導
に
直
接
従
事

す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る
職
員
（
⑴
か
ら
⑶
ま
で
に
掲
げ
る
者

を
除
く
。
）

⑺

児
童
の
保
護
そ
の
他
児
童
の
福
祉
に
関
す
る
相
談
対
応
及
び

指
導
に
直
接
従
事
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る
職
員
（
⑷
に
掲
げ

る
者
を
除
く
。
）

⑻

心
理
診
断
及
び
心
理
療
法
等
の
指
導
に
直
接
従
事
す
る
こ
と

を
常
例
と
す
る
職
員

⑼

女
性
支
援
担
当
に
お
い
て
相
談
対
応
、
調
査
、
指
導
及
び
一

時
保
護
に
直
接
従
事
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る
職
員

「

別
表
第
一
総
合
看
護
学
校
の
項
中
「
（
昭
和
二
十
六
年
厚
生
省
令
第
一
号
）
」
を

（
昭
和
二
十
六
年

文
部
省
令
第
一
号
）

に
、
「
適
用
者
」
を
「
適
用
を
受
け
る
者
」
に
改
め
る
。

厚
生

」

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



給
料
表
の
適
用
範
囲
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

祖

川

康

子

給
料
表
の
適
用
範
囲
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

給
料
表
の
適
用
範
囲
に
関
す
る
規
則
（
規
則
六
―
一
三
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
次
に
掲
げ
る
試
験
研
究
機
関
等
」
を
「
保
健
製
薬
環
境
セ
ン
タ
ー
、
博
物
館
、
近
代
美
術

館
、
鳥
居
龍
蔵
記
念
博
物
館
、
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
、
農
林
水
産
総
合
技
術
支
援
セ
ン
タ
ー
及
び
警
察
本

部
科
学
捜
査
研
究
所
」
に
改
め
、
「
保
健
製
薬
環
境
セ
ン
タ
ー
、
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
、
農
林
水
産
総
合

技
術
支
援
セ
ン
タ
ー
、
文
化
の
森
振
興
本
部
、
博
物
館
、
近
代
美
術
館
、
鳥
居
龍
蔵
記
念
博
物
館
、
警
察

本
部
科
学
捜
査
研
究
所
」
を
削
る
。

第
三
条
中
「
危
機
管
理
部
」
を
「
危
機
管
理
環
境
部
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
三
号
中
「
又
は
栄
養
改
善
指
導
業
務
」
を
「
、
栄
養
改
善
指
導
業
務
又
は
食
品
衛
生
業
務
」

に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
理
学
療
法
士
」
の
下
に
「
、
作
業
療
法
士
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

祖

川

康

子

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
規
則
六
―
一
四
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。目

次
中
「
第
二
条
」
を
「
第
二
条
の
二
」
に
、
「
―
第
四
条
」
を
「
・
第
四
条
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
イ
⑴
行
政
職
給
料
表
等
級
別
職
務
区
分
表
（
備
考
以
外
の
部
分
に
限
る
。
）
を
次
の
よ
う

に
改
め
る
。



イ⑴ 行政職給料表等級別職務区分表

職務の等級 区分 職名

１級 知事等の事務部局 主事

司書

教育委員会の事務部局 主事

２級 知事等の事務部局 主任主事

主任司書

教育委員会の事務部局 主任主事

３級 知事等の事務部局 主席

工事検査主席

教育委員会の事務部局 指導主事

社会教育主事

主席

４級 知事等の事務部局 専門員

車庫長

衛視長

副車庫長

副衛視長

船長

副船長

機関長

副工事検査員

助教

教育委員会の事務部局 管理主事

５級 知事等の事務部局 室長補佐

主任専門員

工事検査員



准教授

教育委員会の事務部局 室長補佐

班長

６級 知事等の事務部局 副本部長

室長

政策調査幹

工事検査幹

企画幹

情報発信幹

営業戦略幹

県政広報幹

海外戦略調整幹

センター等の副局長

センター等の所長

文書館長

鳥居龍蔵記念博物館長

校長

副所長

副校長

農林水産総合技術支援センターの課長

推進幹

収用委員会事務局の次長

本部の次長

事務所長

副工事検査幹

センター等の次長



副館長

農林水産総合技術支援センター農業大学校
の教頭

センター等の担当室長

分室長

教授

出納室長

本部の課長

センター等の教頭

教育委員会の事務部局 事務局の室長

政策調査幹

推進幹

教育幹

副所長

主幹

教育機関の次長

統括管理主事

統括指導主事

統括社会教育主事

総合教育センターの課長

７級 知事等の事務部局 困難な業務を行う副本部長

参事

特に困難な業務を行うセンター等の所長

困難な業務を行う副所長

上席政策調査幹

部等の所長

困難な業務を行うセンター等の副局長



困難な業務を行うセンター等の所長

困難な業務を行う校長

困難な業務を行う農林水産総合技術支援セ
ンターの課長

教育委員会の事務部局 困難な業務を行う教育機関の所長

８級 知事等の事務部局 本部長

副理事

センター等の局長

困難な業務を行う規模の大きいセンター等
の所長

院長

二十一世紀館長

部等の副局長

大学・産業創生統括監

図書館長

博物館長

近代美術館長

特に困難な業務を行う校長

教育委員会の事務部局 副教育長

９級 知事等の事務部局 政策監補

監察局長

統括本部長

理事



別
表
第
一
の
ロ
⑴
研
究
職
給
料
表
等
級
別
職
務
区
分
表
（
備
考
以
外
の
部
分
に
限
る
。
）
を
次
の
よ
う

に
改
め
る
。



ロ⑴ 研究職給料表等級別職務区分表

職務の等級 区分 職名

２級 知事等の事務部局 主任主事

主任研究員

主任学芸員

研究員

学芸員

３級 知事等の事務部局 上席学芸員

専門学芸員

学芸係長

主席

４級 知事等の事務部局 統括研究員



「

所
長

別
表
第
一
の
ハ
医
療
職
給
料
表
㈠
等
級
別
職
務
区
分
表
中

保
健
所
長

「

副
局
長

所
長

を

に
改
め
、
同
表
の
ヘ
公
安
職
給
料
表
等
級
別
職
務
区

保
健
所
長

」

災
害
医
療
幹

」

「

「

困
難
な
業
務
を
行
う
警
察
署
の
課
長

分
表
中

困
難
な
業
務
を
行
う
警
察
署
の
課
長

を
」

困
難
な
業
務
を
行
う
交
番
所
長

」

に
改
め
る
。

「養
護
助

別
表
第
二
の
ト
小
学
校
中
学
校
教
育
職
給
料
表
等
級
別
資
格
基
準
表
中
「養
護
助
教
諭

」
を

講
師

教
諭

に
改
め
る
。

」

「養
護
助
教
諭

別
表
第
六
の
ト
小
学
校
中
学
校
教
育
職
給
料
表
初
任
給
基
準
表
中
「養

護
助
教
諭

」
を

講
師

に
改
め
、
同
表
の
備
考
中
「備

考
第
１
項

」
を
「備
考

」
に
改
め
る
。

」

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

祖

川

康

子

管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
（
規
則
六
―
七
五
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
理
事

別
表
第
一
知
事
部
局
の
項
職
の
欄
中
「
理
事
」
を

部
等
の
副
部
長
（
危
機
管
理
環
境
部
、
未
来
創
生

に
、
「
ス
ポ
ー
ツ
・

文
化
部
及
び
農
林
水
産
部
の
副
部
長
で
あ
つ
て
知
事
が
指
定
す
る
者
に
限
る
。
）
」

「
徳
島
学
院
長

文
化
の
森
振
興
セ
ン
タ
ー
所
長

文
化
局
長
」
を

に
改
め
、
「
部
等
の
副
部
長
」
の
下
に
「
（
区
分
が

二
十
一
世
紀
館
長

国
際
ス
ポ
ー
ツ
局
長

」

「
図
書
館
長

一
種
で
あ
る
者
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
「
徳
島
学
院
長
」
を

博
物
館
長

に
、
「
部
等
の
参
事

近
代
美
術
館
長
」

「
部
等
の
参
事

「
防
災
人
材
育

」
を

に
、
「
防
災
人
材
育
成
セ
ン
タ
ー
所
長
」
を

県
立
総
合
大
学
校
本
部
副
本
部
長
」

保
健
製
薬
環「

成
セ
ン
タ
ー
所
長

「
保
健
製
薬
環
境
セ
ン
タ
ー
所
長

「
東
部
保
健
福
祉
局
副
局
長

に
、

を

に
、

境
セ
ン
タ
ー
所
長
」

東
部
保
健
福
祉
局
副
局
長

」

テ
ク
ノ
ス
ク
ー
ル
校
長

」「
東
京
本

海
外
戦
略
調
整
幹

「
副
本
部
長

情
報
発

「
消
防
学
校
長

消
費
者
情
報
セ
ン
タ
ー
所
長

を

に
、

情
報
発
信
幹

を

関
西
本

消
費
者
情
報
セ
ン
タ
ー
所
長
」

消
防
学
校
長

」

営
業
戦
略
幹
」

営
業
戦

自
治
研

部
副
本
部
長

「
中
央
こ
ど
も
女
性
相
談

信
幹

埋
蔵
文
化
財
総
合
セ
ン

部
副
本
部
長

に
、
「
中
央
こ
ど
も
女
性
相
談
セ
ン
タ
ー
副
所
長
」
を

文
化
の
森
振
興
セ
ン
タ

略
幹

文
書
館
長

修
セ
ン
タ
ー
副
所
長
」

鳥
居
龍
蔵
記
念
博
物
館

セ
ン
タ
ー
副
所
長

タ
ー
所
長

「
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
副
所
長

「
海
外
戦
略
調
整
幹

ー
副
所
長

に
、

を

に
、
「

テ
ク
ノ
ス
ク
ー
ル
校
長

」

工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
副
所
長
」

長

」

「
関
西
本
部
次
長

「
消
防
学
校
副
校
長

「
本

消
防
学
校
副
校
長
」
を

に
、

名
古
屋
事
務
所
長

を

保
健
製
薬
環
境
セ
ン
タ
ー
次
長
」

名

自
治
研
修
セ
ン
タ
ー
次
長
」

部
の
次
長

「
副
館
長

に
、
「
保
健
製
薬
環
境
セ
ン
タ
ー
次
長
」
を

に
改
め
、
同
表
教
育
委

古
屋
事
務
所
長
」

災
害
医
療
幹
」



員
会
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

教
育
委
員
会

副
教
育
長

二
種

教
育
次
長

総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
所
長

事
務
局
の
課
長

三
種

事
務
局
の
室
長

事
務
局
の
課
内
室
の
長

政
策
調
査
幹

学
力
向
上
推
進
幹

防
災
・
健
康
教
育
幹

競
技
力
向
上
推
進
幹

総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
副
所
長

担
当
室
長

四
種

主
幹

総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
次
長

統
括
管
理
主
事

六
種

統
括
指
導
主
事

統
括
社
会
教
育
主
事

総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
教
育
情
報
課
長

総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
学
校
経
営
支
援
課
長

総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
教
職
員
研
修
課
長

総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
特
別
支
援
・
相
談
課
長

総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
生
涯
学
習
支
援
課
長

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



特
地
勤
務
手
当
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

祖

川

康

子

特
地
勤
務
手
当
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

特
地
勤
務
手
当
等
に
関
す
る
規
則
（
規
則
六
―
八
八
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
中
「
（
六
―
四
〇
）
」
を
「
（
規
則
六
―
四
〇
）
」
に
改
め
る
。

「
南
部
総
合
県
民
局
県
土
整
備
部
平
谷
詰
所

「
西
部
総
合
県
民
局
県
土
整
備
部
木
屋
平

西
部
総
合
県
民
局
県
土
整
備
部
木
屋
平
詰
所

阿
南
警
察
署
那
賀
町
坂
州
駐
在
所

別
表
中

那
賀
警
察
署
那
賀
町
坂
州
駐
在
所

を

阿
南
警
察
署
那
賀
町
平
谷
駐
在
所

那
賀
警
察
署
那
賀
町
平
谷
駐
在
所

阿
南
警
察
署
那
賀
町
出
原
駐
在
所

那
賀
警
察
署
那
賀
町
出
原
駐
在
所

」

詰
所

「
那
賀
警
察
署
那
賀
町
相
生
駐
在
所

に
、

を
「
阿
南
警
察
署
那
賀
町
相
生
駐
在
所
」
に
改
め
る

美
馬
警
察
署
穴
吹
町
宮
内
駐
在
所
」

」

。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る

。

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

祖

川

康

子

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
（
規
則
七
―
一
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

。
第
七
条
第
三
項
第
二
号
中
「
又
は
国
」
を
「
、
国
」
に
改
め
、
「
と
い
う
。
）
」
の
下
に
「
又
は
会
計

年
度
任
用
職
員
」
を
加
え
、
「
又
は
関
連
法
人
職
員
」
を
「
、
関
連
法
人
職
員
又
は
会
計
年
度
任
用
職
員

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


